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令和７年８月豪雨からの復旧・復興プランの主な内容（案）
項　　目 主　な　課　題 改　善　の　方　向　性 ３ 年 間　 の　主　な　取　組　み

1 生活の支援・住まいの確保
・被災者に対し丁寧な制度周知を行い、それぞれの意向に沿った生活・

住まいの再建支援を図る必要がある。

・住まいの再建支援策の実施、「地域支え合いセンター」による支援

体制構築等により、１日も早く被災前の生活を取り戻すための支援を

実施。

・住宅の応急修理制度の活用促進

・応急仮設住宅の供与
・応急仮設住宅の入居者や在宅被災者の生活・住まいの再建支援

・「地域支え合いセンター」の設置

2 医療・社会福祉施設等の復旧
・早期復旧に向けた迅速な補助手続が必要。

・被災した施設等の中には、垂直避難エレベーターや非常用自家発電が

未整備又は老朽化している施設がある。

・被災した全ての医療・社会福祉施設等の復旧が速やかに完了する

よう、実地調査の早期着手などの支援を実施。

・ 老朽化した設備の更新を促進し、耐災害性の向上を推進。

・医療・社会福祉施設等の早期復旧
・医療・社会福祉施設等の耐災害性向上の推進

3 災害廃棄物の早期適正処理
・近年大きな災害を経験していない市町村では処理体制構築等の対応

に係る負担が大きかった。

・平常時から、災害発生時を見据えた災害廃棄物の早期適正処理体

制の構築や、対応力の向上を推進。

・災害廃棄物の処理完了

・早期適正処理に係る連携体制の構築
・市町村の災害廃棄物に係る対応力の向上

4 農林畜水産業者等への支援
・被害状況の早期把握に加え、被災現場のニーズに応じた短期、中長期

的な支援策が必要。

・被災農林漁業者が安定して事業継続できるような支援が必要。

・被災農林漁業者が速やかに事業再開ができるよう、ニーズに合った

支援を実施。

・災害に強い産地づ くりに向けた、中長期的な支援の継続。

・緊急的に実施すべき生産現場における課題解決

・いぐさ専用機械の修繕支援と再生産計画の策定

・被災苗木生産施設や製材所等の復旧による林業者等の事業継続支援

・あさり保護区等の復旧による漁場環境の改善

・農林漁業者向け金融支援策等による事業継続支援

5 被災中小企業者等の
                事業再建に向けた支援

・過去の大規模災害、新型コロナウイルス感染症に今回の災害が加わ

り、さらに物価高騰や大幅な賃上げ等の影響もあり、県内中小企業者の

経営環境は極めて厳しい状況。

・再建を目指す全ての事業者が復旧を完了する。

・被災中小企業者等の資金繰り支援

・被災中小企業者等の施設・設備の復旧支援
・被災中小企業者等の販路の維持・確保支援

6 道路の復旧
・県内各地で発生した多数の被災箇所への対応や再度被災させない復

旧、災害時の人流・物流における代替路の確保が必要。

・順次災害復旧工事に着手し、再度災害防止の観点を踏まえた、必要

な箇所を改良復旧。

・災害時の人流・物流における幹線道路ネットワークの強靱化。

・道路施設の早期復旧
・高規格道路ネットワークの整備促進

7 河川・砂防施設の復旧
・県内各地で発生した多数の被災箇所への対応。

・今後の出水により、同様の災害が再び発生する恐れがあり、再度災害

防止の取組みが重要。

・河川・砂防施設の早期の機能の回復。

・再度災害防止の観点を踏まえ、必要な箇所については改良復旧や

再度災害防止のための施設整備を実施。

・河川・砂防施設の早期復旧
・再度災害防止のための砂防施設や河川の整備

8 農地・農業用施設の復旧

・本復旧まで時間を要する箇所における排水機能の暫定確保など、二次

被害防止策の強化が急務。

・中長期的には、営農継続に向けた早期の復旧・復興と再度災害防止に

向けた整備が必要。

・被災農業用排水機場については、湛水被害を防ぐため応急ポンプを

設置し、強制排水体制を整備。

・市町村による査定設計書の作成等の技術的支援を通じて、復旧工

事の早期着手を促進。

・県営農地等災害復旧事業の実施

・団体営農地等災害復旧事業の支援

9 林道施設の復旧

・林道災害復旧事業においては、林道に至る市町村道等の復旧工事が

先行する必要があるため、全災害箇所の復旧完了までに長期間を要す

る。

・林業活動再開に向けたアクセス確保と、復旧事業の工程調整が必要。

・林道災害復旧事業の円滑な推進に向け、事業主体（市町村）が他所

管の災害復旧事業と調整を図れるよう支援を行い、復旧工事の着実

な進捗を促進。

・林道災害復旧事業の実施

10 山地災害地の復旧
・熊本地震や令和2年7月豪雨の復旧事業では、工事の不調不落が多く

発生しており、今回の復旧においても同様の事象が生じる懸念がある。

・現場の状況に即した設計・積算に努めるとともに、建設業協会等との

意見交換を通じて施工体制の確保を図り、復旧事業の計画的な整備

を推進。

・災害関連緊急治山事業の実施
・治山激甚災害対策特別緊急事業等の実施
・単県治山事業（県営）の実施

11 漁港漁場施設の復旧
・漂流物対策フェンスの倒状、流失により、アサリ、ノリ漁場へ流木等が

流入し、漁業活動に支障を及ぼす可能性が高いため、早急なフェンスの

再設置が必要。

・漂流物対策フェンスの再設置を進めることで、漁場環境の保全と漁

業活動の安定化を図る。
・漂流物対策フェンスの再設置による漁場保全機能回復

12 教育施設の復旧 ・被災した学校施設等の早期復旧が必要。
・早期に被災した学校施設等の復旧工事等に着手する。

・被災した学校からのニーズを的確に把握し、早期復旧を行う。

・学校施設の復旧

・県立天草青年の家の災害復旧
・私立学校施設等の災害復旧及び再度災害防止への支援

13 文化財等の復旧 ・国・県指定文化財の復旧を行う市町村等の負担が大きい。
・国・県指定文化財の着実な復旧のため、市町村の計画策定等を支

援。

・市町村の状況を踏まえた必要な支援の実施
・文化財レスキューの実施

14 自然公園施設の復旧
・被災施設の復旧にあたっては、景観保全や文化的価値の保全に特段

の配慮が必要。

・景観資源や文化財としての価値を維持しつつ、災害に強い施設復旧

を実施。

・雲仙天草国立公園内施設の復旧
・矢部周辺県立自然公園内施設の復旧

15 肥薩おれんじ鉄道の復旧 ・肥薩おれんじ鉄道の残された復旧工事の早期完了が必要。 ・復旧工事の早期完了に取り組む。 ・被災鉄道の早期復旧

16 被災地警察施設の復旧
・警察活動拠点となる上天草警察署松島交番が復旧工事の期間、使用

不可能であるため、早期復旧が必要。

・治安維持に間隙を生じさせることがないよう移動交番車を配備し、交

番機能を維持。

・被害の大きかった地区へ防犯パトロールを強化。
・上天草警察署松島交番の復旧工事

17 国土強靱化地域計画に
                     基づく施策の推進

・自然災害の頻発化・激甚化に加え、局所的かつ突発的に発生するな

ど、災害の形態に変化がみられており、更なる国土強靱化の取組みが

必要。

・今回の水害の経験も踏まえて、「熊本県国土強靱化地域計画」を改

定し、本県における国土強靱化の取組みをこれまで以上に強力に推

進。

・熊本県国土強靱化地域計画の改定

・地域計画に基づく各種施策の推進

18 浸水対策
（内水氾濫対策含む）の推進

・近年の激甚化する災害に対して、ハード整備だけでは対応が困難であ

り、中長期の時間を要するため、ソフトを含めた総合対策の検討が必

要。

「令和７年８月大雨による浸水被害に関する検討会」で県、市町村な

どで検討した結果を踏まえ、浸水対策に取り組む。また、市町村が取

り組む内水氾濫対策を支援。

・河川整備や河川掘削等、ハード対策の実施

・農地の浸水対策の推進　　・流出抑制対策
・市町村への支援　　　　　  ・早期避難につながるソフト対策の実施

19 ボランティア確保対策強化 ・発災当初において、必要人員の早期確保が必要。

・ボランティアの要請が多い初動期に可能な限り多くのボランティアに

参加してもらえるよう、平時におけるボランティアの事前登録制度の充

実を図る。

・事前登録制度の整備　　・事前登録制度の周知、登録拡大

・災害ボランティアセンター早期設置に向けた取組
・ボランティアセンター間の調整に資する取組

20 初動対応の検証
・避難所開設判断のばらつき。

・情報収集ツールの多様化への対応。

・LO（情報連絡員）の役割・任務の理解不足。

・線状降水帯発生予測情報を受けた対応ルールの策定検討。

・スマホ・SNSなどツールの多様化に合わせた平時からの情報伝達強

化の検討。

・災害対応経験者派遣制度（仮称）の検討。

・線状降水帯発生予測情報対応ルール策定
・ツールの多様化に合わせた情報伝達強化

・災害対応経験者派遣制度（仮称）構築

１　被災者の
救済・生活支援

２　産業復興
支援

３　社会・産業
インフラの
機能回復

４　防災・減災の
取組み


